
 
 
 
 
 
❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ 

平成１９年  第６回臨時会 

上富良野町議会会議録 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊ 
 
 
 
 
 
 
 

平 成 １ ９ 年 １ １ 月 ６ 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

上富良野町議会 

 

 



                           目                 次  

 

  第１号（１１月６日） 

 

〇議  事  日  程    …………………………………………………………… １

〇出  席  議  員    …………………………………………………………… １

〇欠  席  議  員    …………………………………………………………… １

〇遅  参  議  員    …………………………………………………………… １

〇早  退  議  員    …………………………………………………………… １

〇地方自治法第１２１条による説明員の職氏名    ………………………… １

〇議会事務局出席職員    ……………………………………………………… １

〇開  会  宣  言・開  議  宣  告  …………………………………………  ２

〇議会運営等諸般の報告    …………………………………………………… ２

〇日程第  １  会議録署名議員の指名の件    ……………………………… ２

〇日程第  ２  会期決定の件    ……………………………………………… ２

〇日程第  ３  議案第１号    ………………………………………………… ２

〇日程第  ４  議案第２号    ………………………………………………… ２

〇日程第  ５  議案第３号    ………………………………………………… ９

〇閉  会  宣  告    …………………………………………………………… １２

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



平成１９年第６回上富良野町議会臨時会付議事件一覧表 
 

議案 

番号 
件                 名 議決月日 結  果 

１ 平成１８年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 １１月６日 
決算特別委

員会付託 

２ 平成１８年度上富良野町企業会計決算認定の件 １１月６日 
決算特別委

員会付託 

３ 平成１９年度上富良野町一般会計補正予算（第４号） １１月６日 原案可決 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



平成１９年第６回臨時会 

 
 

 
上富良野町議会会議録（第１号） 

 

 

 
平成１９年１１月６日（火曜日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

〇議事日程（第１号） 

第 １  会議録署名議員の指名の件 

第 ２  会期決定の件    １１月６日  １日間 

第 ３  議案第１号  平成１８年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

第 ４  議案第２号  平成１８年度上富良野町企業会計決算認定の件 

第 ５  議案第３号  平成１９年度上富良野町一般会計補正予算（第４号） 

 

 

〇出席議員（１４名） 

１番  向 山 富 夫 君        ２番  村 上 和 子 君 

３番  岩 田 浩 志 君        ４番   谷   忠  君 

５番  米 沢 義 英 君        ６番  今 村 辰 義 君 

７番  金 子 益 三 君        ８番  岩 崎 治 男 君 

９番  中 村 有 秀 君       １０番  和 田 昭 彦 君 

 １１番  渡 部 洋 己 君       １２番  佐 川 典 子 君 

 １３番  長谷川 徳 行 君       １４番  西 村 昭 教 君 

 

 

〇欠席議員（０名） 

         

〇遅参議員（０名） 

 

〇早退議員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

町 長  尾 岸 孝 雄 君      副 町 長  田 浦 孝 道 君 

  教 育 長  中 澤 良 隆 君      代表監査委員  高 口  勤  君 

 会 計 管 理 者  佐 藤 憲 治 君      総 務 課 長  北 川 雅 一 君 

産業振興課長  伊 藤 芳 昭 君      保健福祉課長  岡 崎 光 良 君 

町民生活課長  尾 崎 茂 雄 君      建設水道課長  早 川 俊 博 君 

教育振興課長  前 田  満  君      ラベンダーハイツ所長  菊 地 昭 男 君 

町立病院事務長  大 場 富 蔵 君 

 

〇議会事務局出席職員 

 局 長  中 田 繁 利 君      主 査  大 谷 隆 樹 君 

 主 事  廣 瀬 美佐子 君 



 2 

午前９時００分 開会 
（出席議員 １４名） 

 

◎開会宣告・開議宣告 

○議長（西村昭教君） ご出席まことにご苦労に存

じます。 

ただ今の出席議員は１４名であります。 

これより平成１９年第６回上富良野町議会臨時会

を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布した

とおりであります。 

 

 

◎議会運営等諸般の報告 

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち議会運

営等諸般の報告をいたさせます。 

事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） ご報告申し上げます。 

今臨時会は１１月２日に告示され、同日、議案等

の配布をいたしました。 

議会運営について、１０月３０日に議会運営委員

会を開いて会期、日程等を協議し、その内容はお手

元に配布の議事日程のとおりであります。 

今臨時会に提出の案件は、町長から提出の議案第

１号ないし議案第３号の３件であります。 

今臨時会の議案説明のため、町長以下関係者の出

席を求め、別紙配布のとおり出席いたしております。 

以上です。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

 

  

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

５番 米 沢 義 英 君 

６番 今 村 辰 義 君 

を指名いたします。 

 

 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思

います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日間と決しました。 

 

 

◎日程第３ 議案第１号及び 

日程第４ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 議案第１号、平

成１８年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件

及び日程第４ 議案第２号、平成１８年度上富良野

町企業会計決算認定の件を一括して議題といたしま

す。提出者から提案理由の説明を求めます。 
初めに、会計管理者佐藤憲治君。 
○会計管理者（佐藤憲治君） ただいま上程されま

した議案第１号各会計歳入歳出決算認定の件につき

まして、概要の説明を申し上げます。 

今回決算認定を受けます平成１８年度予算編成時

の財政状況でございますが、国におけます予算編成

に付きまして、国内の実態経済のゆるやかな回復基

調を背景として、国税収入が上向きの動向にある反

面、社会保障費や国債費の増大などにより厳しい財

政状況が続いていることから、政府は引き続き財政

構造改革への取り組みを強化していく事を基本とし

ております。その中において町財政におきましては

三位一体の改革が推し進められており、大変厳しい

財政状況にあったところであります。当町におきま

してもこれらの財政改革の影響により、地方交付税、

臨時財政対策債など一般財源の削減が見込まれるな

か、平成１６年度に策定いたしました行財政改革実

施計画の折り返しの年として諸改革を着実に取り進

め、町税等歳入の徴収強化や経費の削減と事務事業

の効率的な執行を図り、安定した財政基盤への転換

を目指した予算編成であったところでございます。

このことから一般会計におきます当初予算額は６７

億１，８００万円でありまして、前年度対比８．７％
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の減、金額では６億４，４００万円の減となった当

初の予算規模でございました。その予算の執行状況、

決算状況でございますが、一般会計及び６つの特別

会計をあわせた全体の決算につきましては、歳入総

額では１０９億８，３３５万円で、それに対して歳

出総額では１０７億２，５９４万円であり差し引き

額２億５，７４１万円となったところでございます。

老人保健特別会計を除く６つの会計では、黒字とな

りましたが、老人保健特別会計は赤字決算となり、

その赤字額７９０万円につきましては、翌年度、平

成１９年度の歳入繰上剰余金で補填をしたところで

あります。 

次にその内容につきまして一般会計を主に説明い

たします。一般会計の歳入決算額は、７０億１７万

７，０００円で当初予算よりも２億８，２１７万７，

０００円の増となりましたが、前年度より６億６，

６２０万６，０００円の減となっております。その

主な要因としましては、麦乾燥調製施設等の演習場

周辺農業施設設置助成事業や図書館整備事業など事

業完了に伴います国庫補助金、道補助金が７億５，

６９１万円と大きく減少したことによるものであり

ます。また、主たる一般財源につきましては、地方

譲与税が税源移譲により前年度より５，０９６万円

増加した一方、地方交付税は１，９６４万円の減、

臨時財政対策債、地方特例交付金あわせて３，６２

０万円の減となったところであります。 

歳出におきましては、６８億９，１５８万９，０

００円で前年度よりも６億１１０万８，０００円の

減となっております。その主なものとしましては、

歳入で申し上げましたが投資的経費の抑制が図られ

たなかで、演習場周辺農業施設設置助成事業、図書

館整備事業など補助事業完了に伴う減が大きな要因

であります。また行財政改革の取り組みにより人件

費、物件費などの経常的経費につきましても減額と

なっているところであります。平成１８年度の予算

執行にあたりましては、議員各位、町民各位並びに

各関係機関、団体等のご理解を賜り総合計画の実施

計画に基づく各分野における各施策事業の執行を終

えたところであります。その事業費につきましては、

予算書と同様に事業別事の決算書となっております

ので、歳入歳出事項別明細書をのちほどご高覧いた

だきたいと思います。 

以下議案及び平成１８年度の各会計収支総括並び

に財産の移動関係を申し上げまして提案の説明とさ

せていただきます。 

議案第１号。平成１８年度上富良野町各会計歳入

歳出決算認定の件。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成

１８年度上富良野町一般会計、国民健康保険特別会

計、老人保健特別会計、介護保険特別会計、簡易水

道事業特別会計、公共下水道事業特別会計及びラベ

ンダーハイツ事業特別会計の歳入歳出決算を、別紙

監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。 

決算書の２ページをお開き願いたいと思います。

この表は平成１８年度の各会計別収支総括表であり

ます。この表によりまして各会計全体の金額のご説

明を申し上げます。一般会計及び６つの特別会計の

総トータルであります合計欄を見ていただきたいと

思います。予算額は、１０９億６，８５０万４，０

８８円。調定額、１１０億８，３８３万２，０３５

円。収入済額１０９億８，３３５万７，１３９円。

不納欠損額８９０万５，１５８円。収入未済額９，

１５６万９，７３８円で支出済額は、１０７億２，

５９４万３，３９９円。差引残額２億５，７４１万

３，７４０円となったところであります。収入調定

に対する収入割合の調定対比では、９９．０９％、

予算に対する収入割合の予算対比で１００．１４％、

予算に対する支出割合の支出予算対比では９７．７

９％となったところであります。またこの表中括弧

書きは、平成１７年度会計から平成１８年度会計へ

の繰越明許費の内数であります。繰越明許費の歳入

の予算額等につきましては、１２ページから１３ペ

ージに歳出につきましては、１８ページから１９ペ

ージにその内訳が記載されておりますのでのちほど

ご高覧いただきたいと思います。また袖括弧書きで

ありますが、平成１８年度会計から平成１９年度会

計への繰越明許費の内数であります。 

次に各会計の不納欠損の状況でありますが、Ｄ欄

を見ていただきたいと思います。一般会計におきま

しては、町民税、固定資産税、軽自動車税、保育料、

住宅使用料で３５８万２，８８８円の欠損処分を行

っております。また国民健康保険特別会計におきま

しては、保険税の一般分で４８１万１，３００円の

欠損処分を行っております。公共下水道特別会計に
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おきましては、受益者負担金、下水道使用料であり

ます。３７万７，２７０円の欠損処分を行っており

ます。介護保険特別会計におきましては、介護保険

料１３万３，７００円の欠損処分を行っております。

各会計の欠損処分の明細につきましては、別冊各会

計歳入歳出決算書にかかる付属調書に載せてありま

すので、参考にしていただきたいと思います。 

次に収入未済額でありますが、Ｅ欄を見ていだき

たいと思います。まず一般会計におきましては、繰

越明許費の１，２５２万６，０００円を除いた収入

未済額は、２，７５６万７，２５０円となり、その

主なものは町税関係で他保育料及び住宅使用料とな

っております。また国民健康保険特別会計の収入未

済額は、保険税の一般分であります。簡易水道事業

特別会計の収入未済額は、水道使用料でございます。

公共下水道特別会計の収入未済額は、受益者負担金、

分担金及び下水道使用料であります。介護保険特別

会計の収入未済額は、介護保険料でございます。そ

れぞれの内訳につきましても、別冊の各会計歳入歳

出決算書にかかる附属調書に載せてありますのでの

ちほどご高覧賜りたいと思います。 

次に各会計の差引残額でありますが、一般会計で

は１億８５８万８，０３６円でありますが、翌年度

へ繰越すべき財源としての繰越明許費分１，１９１

万９，０００円を除きますと９，６６６万９，０３

６円でありまして、この額が実質収支額となります。

国民健康保険特別会計以下の特別会計につきまして

は記載のとおりでございます。老人保健特別会計を

除き黒字決算となりました。老人保健特別会計の赤

字７９０万３，５３３円につきましては、概要でも

ご説明申し上げましたけども、平成１９年度の歳入

繰上剰余金をもって補填をいたしたところでありま

す。また一般会計の歳出の執行率は平成１９年度会

計の繰越明許費を除いた執行率で見ますと９８．６

５％となっているところであります。 

次に財産関係についてご説明申し上げます。決算

書の後ろのほうをご覧いただきたいと思います。 

４０５ページをお開きいただきたいと思います。

平成１８年度中における移動関係についてのみご説

明を申し上げます。１番目公有財産（１）土地及び

建物（ア）行政財産関係でありますが、区分欄の本

庁舎及び消防施設の関係で土地１，６３４．８０㎡

の増減につきましては、消防防災車庫兼消防団詰所

新築に伴います上川南部消防事務組合の無償貸付の

区分変更によるものであります。その下の公共用財

産、学校の土地３３０㎡の減でありますが、これに

つきましては江幌小学校用地の一部を用途廃止し普

通財産への区分変更による減であります。またその

下、公園の０．０６㎡の減は分筆による減でありま

す。その他の施設の土地３，７７２．７５㎡の減に

つきましては、「ケアハウスかみふらの」の施設譲渡

に伴います普通財産への区分変更などの減でありま

す。それから右の方へずれまして、建物の消防施設

関係の非木造欄でありますが５２８．０５㎡の増に

つきましては、土地で申し上げました消防防災車庫

兼消防団詰所新築による増であります。一番下のそ

の他の施設の減、１，８９１．５３㎡につきまして

は、ディサービスセンターの増築分と「ケアハウス

かみふらの」の無償譲渡などによる減少分を差し引

きました減であります。 

次に（イ）の普通財産関係でありますが、教員住

宅関係で土地８５８㎡の減となっておりますが、こ

れにつきましては旭町教員住宅の一部を用途廃止し、

その他の施設への区分変更によるものであります。

その他の施設の土地４，８２７．３３㎡の増につき

ましては、先ほど申し上げました行政財産から区分

変更しました「ケアハウスかみふらの」の用地と教

員住宅用地の区分変更などによる増であります。ま

た、建物の教員住宅関係で木造５４１．０１㎡の減

につきましては、旭町、江幌の一部と清富の全戸を

用途廃止し、その他の施設の住宅に区分変更行った

ことによる減であります。このことによりその下の

その他の施設が５３９．１６㎡増となっております

が、教員住宅面積との差１．８５㎡につきましては、

台帳精査で面積修正をしたことにより減少となると

ころでございます。以上が土地及び建物関係であり

ます。次のページをお開き下さい。 

（２）の有価証券並びに（３）の出資による権利

につきましては、前年度と同様であります。２番目

の物品でありますが、これは車両関係であります。

現有車両の下取りをもって新たに乗用車１台と重車

両１台を購入したほか老朽化に伴い乗用車２台の廃

車等の処分を行っております。年度末では８１台の

保有となっております。３番目は、債権関係の上富
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良野高等学校卒業者修学資金貸付金であります。年

度中の減の２９６万円につきましては、１１名の

方々からの償還分であります。年度末では６００万

円の残高となっておりまして、実質人員では８名と

なっております。次のページをお開き願います。 

４番目は基金の関係でございます。平成１８年度

におきましては、一般会計及び特別会計あわせまし

て１３の基金と北海道備考資金組合基金を保有いた

しております。この表中の括弧書きにつきましては、

平成１９年５月３１日現在の金額であります。平成

１９年５月３１日現在の１３基金の合計額は合計欄

の一番右端の網掛け部分括弧書きであります。２１

億４，０４３万３，７８９円となっております。３

月３１日現在では、その下に書いてあります１８億

８，５２０万７，３８８円となっているところでご

ざいます。以上が財産の状況であります。 

以上平成１８年度各会計歳入歳出決算認定の件に

ついての説明とさせていただきます。具体的な施策

の成果につきましては、別冊の平成１８年度各会計

主要施策の成果報告書に取りまとめております。ま

た決算にかかわります付表を各会計歳入歳出決算書

にかかる付属調書としまして、合わせて取りまとめ

ておりますので審議の参考とされまして、ご審議を

賜り認定をいただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（西村昭教君） 次に、監査委員の審査意見

を求めます。代表監査委員高口勤君。 

○代表監査委員（高口勤君） 各会計決算及び各基

金の運用状況審査意見につきまして説明いたします。 

地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項

の規定により審査に付された、平成１８年度上富良

野町一般会計ほか６特別会計歳入歳出決算及び各基

金の運用状況について、町長から提出された各会計

歳入歳出決算書、関係調書及び各基金の運用状況を

示す書類が関係法令に準拠して調製されているか、

予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼

を置き、関係諸帳簿及び証拠書類と照合のほか、担

当者から意見を聴取するなど必要と認められる審査

を行いました。 

審査に付された一般会計、特別会計の歳入歳出決

算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関す

る調書及び財産に関する調書は、法令に準拠して作

成されており、決算計数及び各基金の運用状況を示

す書類の計数は、関係諸帳簿及び証拠書類と照合し

た結果、誤りのないものと認められました。審査の

詳細については、お手元に配布の意見書のとおりで

あり、既にご高覧頂いたものと思いますので、概要

のみご説明させていただきます。 

平成１８年度一般会計及び特別会計の決算状況は、

３ページ表１、各会計別収支状況のとおりで、歳入

総合計額は、前年度に比べて５．３％、６億１，４

７６万円減の１０９億８，３３５万７，０００円、

歳出総合計額は５．５％、６億３，３１１万４，０

００円減の１０７億２，５９４万３，０００円と前

年度を下回っております。差引残高は、２億５，７

４１万４，０００円となっており、翌年度へ繰り越

すべき財源として、一般会計の繰越明許費繰越額を

控除した実質収支額は、２億３，９５４万４，００

０円で、前年度に比べ２９９万９，０００円の増加

となっております。予算の執行状況については、２

ページの意見書のとおりでありますが、収入未済額

については、繰越明許費分を差し引いた実質的な収

入未済額は、７，５７０万２，０００円で前年度と

比較して１０．９％、９２６万８，０００円の減少

となっております。 

次に各会計別の決算概要について、ご説明します。

４ページをお開き下さい。一般会計の平成１８年度

決算は、平成１７年度から繰り越された３事業にか

かる繰越明許費繰越額を含めた予算現額７０億１，

０５１万２，０００円に対し、歳入決算額は７０億

１７万７，０００円、歳出決算額は６８億９，１５

８万９，０００円で、歳入歳出差引額１億８５８万

８，０００円が剰余金となっており、繰越明許費繰

越額を控除した実質収支額９，６６６万９，０００

円が翌年度へ繰り越されております。 

歳入の収納状況は、５ページ表２で示すとおりで

ありますが、町税の現年度課税分の収納額は、前年

度と比較して６３５万円増加しております。この増

加した主な要因は、町民税の課税額の増加によるも

のであります。また、地方交付税は１，９６４万４，

０００円減額されており、今後の町財政に大きな影

響を与えるものと思われます。不納欠損は、町税が

３２人、２６７万８，０００円で、収入未済額は、

総額４，００９万３，０００円で、その内、繰越明

許費分１，２５２万６，０００円を除くと、実質２，
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７５６万７，０００円となっております。 

次に、一般会計の歳出についてでありますが、６

ページ表３の性質別経費の状況で示すとおり、前年

度と比較して、維持補修費、補助費等、災害復旧事

業費、公債費、積立金、投資及び出資金、繰出金が

増加しているが、人件費、物件費等の消費的経費、

普通建設事業費などの投資的経費、貸付金が減少し

ております。町の財政状況を表す財政指標は、７ペ

ージ表４のとおりでありますが、経常収支比率は前

年度と比べて０．６ポイント増加し、公債費負担比

率は前年度と比べて０．３ポイント、減少しており

ますが、繰上げ償還分を除けば０．２ポイント増加

しており、厳しい財政運営を強いられ、弾力性が失

われかけていることがうかがわれます。 

次に、特別会計について、２点触れておきます。

まず１点目は、一般会計と同様、未収金の問題であ

ります。下水道受益者負担金及び使用料の未収金は

毎年増える傾向にあります。下水道受益者負担金及

び使用料については、その重要性と制度の内容を町

民に理解してもらうような取り組みと収納率向上に

向けた一層の努力が必要であると考えられます。 

２点目は、老人保健特別会計を除く、各会計とも

歳入歳出の差引残高を見ますと、黒字となっており

ますが、一般会計からの繰入基準外の繰入金を除い

た場合、簡易水道事業特別会計と公共下水道事業特

別会計は、剰余金は生じておりません。町財政が厳

しい折、特別会計の収支についても、あらゆる角度

から検討を加え、健全経営に向けた努力を望みます。

１９ページの各基金運営状況についてでありますが、

各基金の計数は決算書付表の数値と一致しており、

適正であると認めます。基金運用面については、各

会計の一時借入金への繰替え運用等により成果を上

げており、今後も、より一層の安全かつ有利な方法

で計画的な運用を望みます。 

最後に、各会計全般について検討及び改善を求め

る事項は、未収金の問題、負担金や補助金に係わる

問題等であり、これらは、町財政運営に係わる重要

な部分を占めることから、引き続き、より一層の適

切な対応と取り組みを望みます。未収金につきまし

ては、町民に対する収納サービスの様々な方策や滞

納者に対するきめ細やかな指導がなされ、町税、国

保税、保育料、住宅使用料等の未収金は減少してお

ります。今後、町政執行にあたり、地方自治体に課

せられた行政執行の責任は、三位一体改革に伴う税

源移譲などにより一段と重くなってきております。

この責任を果たしていくためには、制度改正など国

や道の施策の動向を見極めながら、適正かつ効率的

な行財政の運営に努められることを望みます。なお、

２２ページ以降に、各種資料などを参考として添付

してございますので、ご高覧いただきたいと存じま

す。以上で説明にかえさせていただきます。 

○議長（西村昭教君） 次に、町立病院事務長。 

○町立病院事務長（大場富蔵君） 続きまして議案

第２号平成１８年度上富良野町企業会計決算認定の

件につきまして、朗読を持って説明とさせていただ

きます。 

議案第２号平成１８年度上富良野町企業会計決算

認定の件。 

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平

成１８年度上富良野町病院事業会計及び上富良野町

水道事業会計の決算を、別紙監査委員の意見をつけ

て、議会の認定に付する。最初に病院事業会計から

説明を行います。７ページをお開き願います。事業

の概況から説明をしてまいります。 

平成１８年度上富良野町立病院事業報告書。 

１．概況。（１）総括事項。平成１８年度の診療報酬

改定では、①リハビリテーションの診療期間の制限、

②急性期入院医療の看護配置の適切な評価（平均在

院日数の短縮、看護師の複数夜勤と夜勤時間の上限

設定）、③後発医薬品（ジェネリック薬品）使用促進

等で診療報酬本体で１．３６％、薬価・医療材料で

１．８％、全体で３．１６％の過去最大の引き下げ

となり、病院の経営はますます厳しい環境下に置か

れています。当院の状況でありますが、平成１８年

度病院事業会計の決算は、収益的収支に町から１億

４，０２１万８，０００円（前年度１億５，０７３

万６，０００円）の繰入を受けながら、純損失９，

１３０万５，０００円（前年度純損失額７，６４５

万４，０００円）の計上となりました。 

主な要因として、収入においては、外来収益は前年

度より微増となりましたが、入院収益は診療報酬改

定による入院基本料の減額により当初、予想してい

た減額までは至らなかったが前年度より減収となり

ました。支出では、人件費の削減（正職員、薬剤師
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１名減、事務職１名減、臨時職員、１２ヶ月雇用の

廃止）、委託料、負担金等の見直しにより支出全体で

前年度より２，６７２万１，０００円の削減を図り

ましたが、診療報酬の減収が支出の削減を上回り純

損失となりました。入院では、一般病床の入院患者

数は微減でしたが、２人夜勤体制が看護師不足によ

り組めなかった上半期６ヶ月間の減収が響いたほか、

介護病棟では、入院患者数が前年度より７２７人減

少し、大幅な減収となりました。 

外来においては、一昨年１０月から開設した泌尿

器科診療が今年度は１２ヶ月間の実績となり、患者

数が増加し、収益も増収となりました。業務の推進

では、患者に対し安全な医療を提供するため「医療

事故防止対策委員会」を中心に、組織全体で事故防

止に取り組んでまいりました。今年２月より院内の

職員で構成する「経営検討委員会」を設置し、経営

分析、業務改善等を検討しています。また、地域医

療の高度化、救急医療体制の充実に向けても、旭川

医大のご支援を最大限いただくよう緊密な連絡調整

に努めてまいります。 

次に、平成１８年度の患者の状況でありますが、

外来と入院を合わせた患者数は５万５，５０２人で

前年比１，３５８人、２．４％減少いたしました。 

ア、患者数の状況。入院患者数は、医療保険診療

分（療養型病床群のうち医療型を含む）では１万１，

２８３人、介護保険診療分（療養型病床群のうち指

定介護療養型医療施設分）では８，００４人で、年

間合計では１万９，２８７人（一日平均５２．８人）、

前年対比で９９４人、４．９％の減となり、入院収

益は前年対比３，４６９万８，０００円、９．８％

減の３億２，０８５万６，０００円となりました。

外来患者数は、医療保険診療分では３万６，１２４

人、介護保険診療分では９１人で、年間合計は３万

６，２１５人（一日平均１４８．４人）、前年対比で

３６４人、０．１％の減少となり、外来収益につい

ては前年対比４８１万９，０００円、２．５％増の

２億１０２万４，０００円となりました。 

イ、収益的収支。収益的収支の状況は、収入総額

では６億９，４４５万円、前年対比で４，１５７万

２，０００円、５．６％減少しました。支出総額で

は７億８，５７５万５，０００円、前年対比で２，

６７２万１，０００円、３．３％の減少となりまし

たが、差引９，１３０万５，０００円の当年度純損

失となりました。 

ウ、資本的収支。収入総額は１億１，７９４万１，

０００円、支出総額は１億１，５７３万７，０００

円で、収入内訳は町からの出資金１億２９１万１，

０００円、企業債１，４４０万円、寄付金６３万円

であります。支出につきましては、企業債償還金７，

２３１万９，０００円、外壁塗装等整備工事、超音

波診断装置等医療器械の更新整備などに４，３４１

万８，０００円支出したところであります。以上が

病院事業の概況でございます。 

続きまして決算額を申し上げます。１ページ、２

ページをお開き下さい。 

平成１８年度上富良野町病院事業会計決算報告

書。１収益的収入及び支出。収入。以下決算額のみ

を申し上げます。 

第１款病院事業収益。６億９，６１６万６，６８

７円。支出。第１款病院事業費用。７億９，００８

万４３１円。２資本的収入及び支出。収入。第１款

資本的収入。１億１，７９４万１，０３１円。支出。

第１款資本的支出。１億１，５７３万７，４３１円。

以下３ページからの各種財務諸表などにつきまして

は、既にご高覧いただいておることと存じますので、

説明を省略させていただきます。 

以上で説明にかえさせていただきます。ご審議い

ただき認定下さいますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） 次に、建設水道課長。 

○建設水道課長（早川俊博君） 初めに水道事業会

計の平成１８年度決算の概要を申し上げます。７ペ

ージをお開き願いたいと思います。 

平成１８年度上富良野町水道事業報告書。 

１概況。（１）総括事項。水道事業につきましては、

町民の日常生活に直結し、欠くことのできないもの

として使用を開始して以来３３年を経過いたしまし

た。平成１８年度決算状況につきましては、収益的

収支におきまして収入１億６，５１４万７，２６４

円、支出１億５，４２９万６，２２１円であり、純

利益１，０８５万１，０４３円で決算することがで

きました。次に、資本的収支では、収入４，８４６

万８，３５０円、支出１億４７２万７，１３９円で、

不足する額５，６２５万８，７８９円につきまして

は、過年度分損益勘定留保資金で補填し事業の推進
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を図ってまいりました。本年度の収支も黒字決算す

ることができたところであります。また、地下水を

利用している一部世帯を除いては、ほぼ１００％に

近い普及率となっておりますことから、受益者負担

の原則に基づき、更に健全な公営企業としての運営

に努めるとともに、コンビニ納入など納入方法の利

便性を図り、老朽管の更新及び漏水防止等維持管理

に万全を期し、安全で安心・良質な水道水の安定供

給に努めてまいります。次に決算額を申し上げます。

１ページ、２ページをお開き願いたいと思います。

平成１８年度上富良野町水道事業会計決算報告書。

（１）収益的収入及び支出。収入。以下款のみの決

算額を申し上げます。 

第１款水道事業収益。１億７，２９５万２，９５

９円。支出。第１款水道事業費用。１億６，０１０

万４，３２９円。２資本的収入及び支出。第１款資

本的収入。４，８４６万８，３５０円。支出。第１

款資本的支出。１億４７２万７，１３９円。資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額５，６２５

万８，７８９円は、過年度分損益勘定留保資金５，

６２５万８，７８９円で補填いたしております。 

以上で説明といたします。ご審議を賜りましてご

認定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） 次に、監査委員の審査意見

を求めます。代表監査委員高口勤君。 

○代表監査委員（高口勤君） 企業会計決算審査意

見につきまして申し上げます。 

地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査

に付された、平成１８年度病院事業会計及び水道事

業会計の決算について、決算報告書、財務諸表及び

附属書類が関係法令に準拠して作成され、その事業

の経営成績及び財務状況が適正に表示されているか

どうか、関係諸帳簿及び証拠書類と照合のほか、担

当者から意見を聴取するなど必要と認められる審査

を行いました。審査に付された各企業会計の決算に

関する諸表は、いずれも関係法令に準拠して作成さ

れており、また計数にも誤りがなく、財政状態及び

経営成績を適正に表しているものと認められます。

審査の詳細については、お手元に配布の意見書のと

おりであり、既にご高覧頂いたものと思いますので、

概要のみご説明させていただきます。 

はじめに、本会計年度の病院事業収支は、総収益

６億９，４４５万円、総費用７億８，５７５万５，

０００円で決算され、差引９，１３０万５，０００

円の純損失が計上され、累積欠損金は８億４，４９

０万８，０００円となっております。赤字決算の主

な要因としては、診療報酬の改定による入院基本料

の減額等が大きく影響しております。支出面では、

人件費の削減、委託料、負担金等の見直しにより削

減を図ったが、診療報酬の減収が支出の削減を上回

った結果となり、病院経営が引き続き厳しい環境に

置かれていることがうかがえました。患者の状況を

みますと、入院・外来ともに減少しており、科別で

は、内科・泌尿器科は増加しているものの、外科・

介護は大幅に減少しております。総数でみても、年々

患者数が減少してきており、収益の減収となる大き

な要因となっております。年度末の未収金は、３６

９件、８６９万円となっているので、利用者の公平

な負担と病院の健全経営を図るため、具体的な方策

を構築し、未収金解消に努力していただきたい。経

営の主要指標についてみますと、経常収支比率、医

業収支比率さらに他会計からの繰入金を除いた実質

経常収支比率は前年度を下回り、収益が年々減少し

てきていることを示しております。また、病床利用

率は、６６．１％と前年度より３．４ポイントも減

少しております。ここ数年不良債務が発生していな

かったが、１８年度は３，４０８万７，０００円計

上され経営の悪化が進んでおります。 

以上、病院事業会計の決算内容について、審査、

分析を行ってきましたが、国の医療費抑制の諸施策

が実施されたことにより、経営改善に向けたあらゆ

る努力がなされているにもかかわらず、医業収益は

減少し、収益の増加には至っておりません。毎年１

億円を超える町の一般会計からの繰入金を計上しな

がら、増え続ける累積欠損金をどのように処理して

いくのか、今、緊急の課題と考えております。 

次に、水道事業収支は、総収益１億６，５１４万

７，０００円、総費用１億５，４２９万６，０００

円で、差引１，０８５万１，０００円が純利益とし

て決算され、翌年度繰越利益剰余金は１億３２５万

６，０００円となっております。年度末の未収金は、

１，０４２件、１，２４６万７，０００円となって

いるので、利用者の公平な負担の原則から、引き続

き徴収計画を作成し、未収金の回収に一層の努力を
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求めます。なお、不誠実な未納者に対しては、上富

良野町水道事業給水条例第２９条に基づく、給水の

停止等も含めた断固とした態度であたることも必要

と思われます。水道事業の経営は安定し、長年にわ

たり安全な飲料水を供給しておりますが、老朽化が

進む施設の維持管理に十分留意し、今後とも町財政

のおかれている厳しい状況を踏まえ、経費の縮減に

努め、地方公営企業の基本理念である「公共の福祉

の増進と企業の経済性発揮」のもとで、自主自立の

できる健全な経営を行い、低廉で安全かつ安定した

水の供給に一層の努力を望むところであります。 

なお、１４ページ以降に、各種資料等を参考とし

て添付してございますので、ご高覧をいただいたも

のと存じ、以上で説明に替えさせていただきます。 

○議長（西村昭教君） これをもって提案理由の説

明を終わります。お諮りいたします。ただいま議題

となっています議案第１号「平成１８年度上富良野

町各会計歳入歳出決算認定の件」及び、議案第２号

「平成１８年度上富良野町企業会計決算認定の件」

は、なお十分な審議を要すると思われますので、こ

の際、議長及び議員のうちから選任された監査委員

を除く１２名の委員を持って構成する決算特別委員

会を設置し、地方自治法第９８条第１項の検査権を

委任の上、議会閉会中の継続審査とすることとした

いと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１号「平成１８年度上富良野町各会

計歳入歳出決算認定の件」及び、議案第２号「平成

１８年度上富良野町企業会計決算認定の件」は、１

２名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置

し、地方自治法第９８条第１項の検査権を委任の上、

議会閉会中の継続審査とすることに決しました。 

 

 

◎日程第５ 議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 議案第３号、平

成１９年度上富良野町一般会計補正予算（第４号）

の件を議題といたします。提出者から提案理由の説

明を求めます。総務課長。 

○総務課長（北川雅一君） ただいま上程いただき

ました議案第３号、平成１９年度上富良野町一般会

計補正予算（第４号）の提案要旨につきましてご説

明申し上げます。 

本件は、上富良野中学校陸上部男子が去る１０月

１４日に岩見沢市で開催されました第２５回北海道

中学校駅伝競走大会において初優勝し、北海道代表

として１２月１５日山口県山口市で開催されます、

第１５回全国中学校駅伝大会への出場の運びとなり

ました。つきましては、同大会への出場に際し各大

会出場助成基準に基づき経費の一部を助成いたした

く予算措置をお願いするものでございます。 

以下議案の議決項目の部分につきまして説明して

まいります。 

議案第３号。平成１９年度上富良野町一般会計補

正予算（第４号）。平成１９年度上富良野町の一般会

計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条歳入歳出予算の補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」

による。１ページに移ります。第１表。歳入歳出予

算補正。この第１表では、歳出について款の名称ご

とに補正額のみ申し上げます。１歳出。１０款教育

費。７７万２，０００円。１４款予備費。７７万２，

０００円の減。歳出合計がゼロとなります。以上２

ページ以降につきましては、この補正予算に関する

説明書部分でありますので、ご高覧いただいている

ことで説明につきましては省略させていただきます。

これをもちまして議案第３号、平成１９年度上富良

野町一般会計補正予算第４号の説明を終わります。

ご審議いただきまして原案をお認め下さいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって提案理由の説

明を終わります。これより質疑に入ります。７番金

子益三君。 

○７番（金子益三君） ちょっとですね委員会がな

かったもので、協議会のなかでご説明があったもの

で、わからなかったので教えていただきたいところ

があるんですけども、前回吹奏楽部が東日本の大会

に出場した時には、３５名プラスそれと担当の先生

が行かれるということで、全員の旅費及び宿泊費の

規定プラス楽器を運ぶ部分の全額の負担が出たとい

うということで理解させていただきました。ただ実

際行ったのは部員全員５２名が行って、おしならべ
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て補助の負担率は６０数パーセントであったと理解

しておりますが、今回この陸上部の選手が、聞くと

ころによりますと６区間プラス補欠の３名、それと

指導者という事で伺っておりますが、この部分のい

わゆる旅費にかかる部分これは当然正選手、補欠と

いうのは大会に出場する為の必要人員な訳ですから

この部分というのは、旅費及びそれらに関わる経費

というものは補助率は１００％になっているのかど

うかということがまず１点目お聞きしたいことと、

確認しておきたいということですね。今後の事につ

いてにもなるんですが、吹奏楽部又陸上部、非常に

このように優秀な上富良野中学校のスポーツ及び文

化の部活動がですね。このように全国レベルに達す

るということは、非常に町民を代表しても町民全員

ですばらしいことだと感じます。この部分ですね来

年度以降もいろいろなかたちで他の部活動も全国及

び全道大会に出場できる可能性を秘めている訳です

から、早い段階でしっかりとしたこれらの旅費及び

それらに係る費用の規定というものをしっかりした

ものを作っておかないと、今回の吹奏楽部のお母さ

ん達などは、もしかしたら来年も行ける可能性もあ

りますよねという話をしたのは、実は来年出てくれ

ればうれしいんだけども、非常に保護者としてはき

つい部分があると、そういうご意見もなかには出て

いるわけですね。万が一そんなことは憶測で言って

はいけないんでしょうけども、実際の選手だったり

する子供達が、本当は１００％の力を出せればより

よい大会に出場ができるというものを親の経済状況

を考えたりして、１００％の力を出し切れないよう

な事があれば、これはやはり子供達のこれからにと

っても問題あると思いますので、私はきちっとこう

いうところは教育予算、最初の段階で子供達が十分

伸び伸びと行けるように、尚且つそれで一般の教育

予算で足りないのであれば、せっかく町民の方が善

意で積んでいただきました子ほめ基金というものが、

十分なお金をもっいるわけですからそれらをきちっ

と運用できるような体制、又町民の皆さんが善意で

浄財をご寄付していただけることも行っているわけ

ですから、それらに対する早急な指導なども教育委

員会を通じて学校のＰＴＡを引っ張っていくような

事が必要であると思いますが、この点２点ともう１

点最後になりますけども、前回は東日本の学校吹奏

楽の所にいわゆる町の教育者を代表いたしまして教

育長が応援にいかれている。旅費を拠出しておりま

すが、今回７７万２，０００円のなかにそれは含ま

れているのかどうかを質問させていただきます。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ７番金子議員のご質

問にお答えさせていただきます。今回の旅費の助成

の関係でございますけども、前回吹奏楽部において

も３５名プラス３名分の旅費については１００％助

成してございます。今回につきましても６名プラス

補欠３名プラス引率１名、１名分については道費配

分になりますので、１０名分の旅費については１０

０％助成をさせていただいております。あくまでも

旅費、交通費等についてですけども、あと宿泊費等

については基準のとおり、前回と同様５千円を限度

に支出をさせていただいているというかたちをとっ

ております。次に２番目の来年度以降の基準の制定

等につきましては、前回の時にもお話を申し上げま

したけども、今基準の整備を全国大会に合わせた形

の基準の整備も含めて今策定を進めているところで

ございます。なお、来年度以降についてもその基準

を元に予算措置等について図っていくような考え方

をしております。ただ財政当局ともすり合わせしな

がら今基本的には、全道大会を含めてある程度計上

しようと思っています。次に子ほめ基金につきまし

ては、前回もお答えしておりますけども、特定の部

活動等に使用するのではなくて、上富良野町全体の

子供達に何か役立てるものがないかということで、

今のところ模索をしているところでございます。 

３番目についてですけれども、今回の旅費の計上実

はしてございません。１２月という時期的なものも

ございまして、基本的にはスケジュール的に我々の

ほうでも日程的に合わないというのがひとつござい

ます。また、そういうかたちのなかで当然まだ期間

もございますし、それから事前の合宿等もございま

すので、そういう所への応援ですとかあるいは激励

に行きたいなということで考えてございますので、

今回については職員等の応援については旅費を計上

してございません。以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。はい。 

７番金子益三君。 

○７番（金子益三君） それでは、まず７７万２，
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０００円の補助に関しては、いわゆる旅費及び交通

費ですか。部員の部分については１００％出ている

と。というのであれば、保護者の方の負担というの

は発生してこないというふうに理解しなくてはいけ

ないでしょうし、前回はどういう形で出ていたのか

がちょっとわからないところと、子ほめのほうは上

富良野の子どもたち全員になんだかのものがと。具

体的な政策が無いなかで、ただただ基金が積み込ま

れて無駄に死んでるよりは、きちっとこういう形の

時に拠出をする、できればなんでしょうけど、それ

らの子どもたちも部活動ですばらしい大会に出れる

という事で賛同を得てＰＴＡ並びに部活動の協力の

人達が逆に子ほめのために使わせてもらったものに

対しては、積み戻しますよというような縛りをかけ

たなかでの拠出であれば、非常に流動的に使えるこ

ともありましょうし、やはり自分たちが手を上げて

全国に行くと言ったのではなく、非常に努力をして

限界のなかでがんばって選ばれた子どもたちが行く

というところに対して使う事に対して、私は何ら問

題はないと思いますし、もう一点は、日程的にお忙

しいという事はあるかもしれませんが、この場合は

行ってこの場合は行かないというのはいかがなもの

かなと。行かないのなら全部いかない、行くなら全

部行くという取り決めがないままに、この全国大会

は吹奏楽なら行くけども、陸上なら行かないといっ

ているようなものにも聞こえますので、ちょっとそ

の辺私理解できないですけども、それはどういうふ

うにお考えいただいてますか。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長答弁。 

○教育振興課長（前田満君） まず、大変私の説明

のなかで不足の部分がございました。まず、旅費の

関係でございますけども交通費等々については、１

００％の助成をしてございます。ただ、助成のなか

で当然対象外、例えば昼食代ですとかそういう積算

している部分のなかでみてない部分がございます。

それからもうひとつは宿泊料については、前回も５

千円を限度ということで助成をしてございますので、

当然５千円以上の宿泊費が出た部分につきましては、

個人負担の状況になるということでご理解を賜りた

いと思います。次に子ほめ基金の活用につきまして

は、今現在全校の子どもたちに各学校においての、

例えば皆勤賞ですとかあるいは、教育委員会表彰に

までいかない子ほめの状況、例えば発明工夫展に出

ただとかそういうそれぞれ各学校での活動とそうい

う部分のなかでの子ほめ基金の活用をさせていただ

いてございます。それから今回町の職員が行かない

件につきましては、日程的な部分でとれないところ

がございます。ただ私どもの方ではそれこそブラス

バンドだから行く、駅伝だから行かないとかではな

く、基本的に駅伝についても事前に合宿等がござい

ます。そういう意味では激励も含めて是非そういう

合宿所等についての激励訪問等も行いたいと思って

おりますし、各種大会、沿線の中体連ですとかそう

いう部分の中でも我々職員、教育長はじめ職員も含

めて応援に行っているという体制をとってございま

すので、ただ今回そういう日程的な部分で私どもの

方も行けないという形のなかで、今回計上させてい

ただいていないということでございます。以上です。 

○議長（西村昭教君） ７番金子益三君。 

○７番（金子益三君） 教育長にお伺いしたいんで

すけども、旅費のなかでいわゆる現状に合ってない

わけですよね。交通費は１００％出しますよと、そ

れは分かります。でもそれに食事はついてこない、

子どもたちですから大宴会をするわけでもないし、

１食あたり例えば何百円なのか、千円以内なのかど

うか分からないですけど、それはというのは、普通

は本来日程のなかに組み込まれているわけですよね。

食べないか食べるかどうかというのは別として、も

う一つは５千円の宿泊規定というんであれば、５千

円のホテルを斡旋すべきじゃないんですか。それが

できないんであれば、宿泊所は５千円しかだせませ

んよ、出た分は自分で出して下さいというのは、こ

ちらから行こうとする場合で例えば、５千円のホテ

ルを用意してもらったけれども私はこのホテルでは

十分な休養がとれない。だから自腹を払って高いホ

テルをとってよりベストな状況にしますよというん

であればわかりますけども、こういうふうに子ども

たちの場合のように全国大会がありますと、そこで

５千円のホテルがないような場所で、今回はそうで

しょうけれどもやられた場合もあくまでも規定のな

かで５千円ですよと、今回はたまたま大会が山口県

でありますから保護者の方は残りの分の差額はご負

担してくださいというのはあまりにも乱暴な話であ

って、これ子どもたちだって、山口県の大会に出る
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のか札幌の大会に出るのかというのは選べないわけ

ですよね。その時どきの大会があるわけですから、

本来この分は実費で払ってあげるのが正しいやり方

だと私は思うんですけどもその辺どうなんでしょう

ね。あと子ほめの部分に関しては、教育長達と私の

考えに相違がありますから残念ながら、こういった

すばらしい上富良野を大いにアピールしていただけ

る大会に参加する者に対して使えないと言われるの

であれば、それは仕方ないのかなと残念だなと考え

るとこがありますが、できれば私は使っていただき

たいと思っているわけでありますし、旅費の部分に

かかることなんですけども、この部分きちっと見直

していかないと、実費というところでみていっても

私はいいと考えますがその辺教育長いかがですか。 

○議長（西村昭教君） 教育長答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ７番金子議員のご質問に

お答えさせていただきます。まずご理解をいただき

たいのは、今基準を持ち合わせています。その基準

に基づいて富良野圏の中体連大会とか中文連大会、

それから上川管内、そういうやつを一つの基準で助

成を行ってます。そういうなかで、当然全国に行く

子どもたち、それから管内大会に出る助成のあり方

そういうものが、ひとつの基準のなかで一本で例え

ば当然個人負担やなんかも地区大会やなんかも当然

富良野に行くのには近いとこについては、バスやな

んかを出して応援をしているわけですが、上川管内

とかそうなってくると公共交通機関を利用するより

もとかいろんなことがありますので、そういうもの

の基準を持ち合わせながら全国大会も同じように基

準に基づいて助成をしているということで、それは

上川管内の大会であろうともやはり昼食代やなんか

については、当然いろいろ食事やなんかも日頃から

してもらうというのがありますので、それは個人の

負担というようなかたちで、全体にそういうものを

もっています。でありますので全国大会だから昼食

費を助成するとかっていう今かたちはとっていませ

んし、また他の町やなんかもそういうような助成の

あり方で、今金子議員がいわれるほんとにすばらし

い出来事なので全額を出してあげたいという気持ち

は、我々も持ち得るとこでありますが、やはり一貫

性のある基準に基づいて運用をしていきたいという

ことからも、今回の全国大会においても同じような

基準でやっているということでご理解を賜りたいと

思います。また宿泊費の関係につきましては、確か

に今５千円というか、これも２分の１の助成という

ような考え方が根にはございます。ただ本当に山口

県やなんかがそれであっているのかということは、

当然時代の変化等もございますので前回の時もお話

をさせていただきましたが、この基準の見直しにつ

いては当然見直しをかけたなかでより個人負担とい

いますか、少ないような形にしていかなければなら

ないというふうに考えるとこであります。また子ほ

め基金につきましては、ほめて子どもたちを育てた

いというようなことから教育賞、教育奨励賞という

ようなことで、そういうことで寄付者の意図がござ

います。そんな中でそういう特別にやった子どもた

ちというようなことよりも、通常の子どもたちが学

校生活をしていく中での何かいいとこを見出して助

成をする。そして、賞状をお渡ししながらほめて子

どもを育てたいということでありますが、もう一点

は確かにその後多額の助成、寄付やなんかもいただ

きましたので、その使途につきましてはやはり寄付

者の意図をかえしながら何かいい方法がないかとい

うようなことで、模索をしている段階であります。

その様な意味から子ほめというのは、あくまでも

我々としては利用させていただいているということ

でご理解をいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 他にございませんか。なけ

ればこれをもって質疑を終了いたします。 

これより議案第３号を採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

 

○議長（西村昭教君） ご異議なしと認めます。よ

って本件は、原案のとおり可決されました。 

 

 

◎閉会宣告 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、本臨時会に

付議された案件の審議は全部終了いたしました。 

これにて、平成１９年第６回上富良野町議会臨時会

を閉会いたします。 

午前１０時２０分 閉会 
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